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   少年補導員の運用に関する要綱の改正について（通達） 

 少年補導員については「少年補導員の運用に関する要綱の制定について（通

達）」（平成 22年３月４日付け少第 128号。以下「要綱」という。）に基づい

て運用してきたところであるが、この度、少年法等の一部を改正する法律（令

和３年法律第 47号）及び犯罪捜査規範及び少年警察活動規則の一部を改正する

規則（令和４年国家公安委員会規則第１号）の施行に伴い、要綱を改正したの

で効果的な運用に努められたい。 

なお、旧通達は、廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 



別添  

                      

少年補導員の運用に関する要綱 

第１ 目的 

  この要綱は、少年補導員の運用に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

第２ 少年補導員の要件及び委嘱時の留意事項 

 １ 少年補導員は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。 

  (1) 少年問題に対する関心と理解を有すること。 

  (2) 少年の健全な育成に資するための活動に対して熱意と行動力を有する 

こと。 

  (3) 自主的・自発的な活動を可能にするだけの時間的余裕を有すること。 

   (4)  人格、識見、社会的信望等を踏まえ、真に活動が期待できる者である 

こと。 

 ２ 委嘱時の留意事項 

  (1)  警察署長（以下「署長」という。）は、社会的地位や知名度にとらわ

れることなく、少年関係機関・団体や地域住民から幅広く意見を聞くな

どし、少年の健全育成に意欲的な適任者を推薦すること。 

   (2) より積極的かつ自発的な活動ができるような女性、大学生等の若者、

PTA 等多様な人材を委嘱するなど一定の地域の居住者又は特定の職域階

層者に偏することのないように配慮すること。 

第３ 委嘱の手続 

 １ 署長は、少年補導員推薦書（別記様式第１号）により、警察本部長（以

下「本部長」という。）に対して少年補導員としての適任者を推薦するも

のとする。 

 ２ 本部長は、委嘱に当たっては、委嘱状（別記様式第２号）及び少年補導

員の証（別記様式第３号）を交付するものとする。 

第４ 少年補導員の定数等 

  少年補導員の定数及び警察署別配置基準は、少年人口、少年を取り巻く環

境その他少年非行の実態等を考慮して別表のとおりとするが、本部長は、県

下の実情に応じ、定数の範囲内で弾力的に運用できるものとする。 

第５ 委嘱の期間 

  少年補導員の委嘱期間は２年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補充の少

年補導員の委嘱期間は前任者の残りの期間とする。 

第６ 活動内容 

    少年補導員の活動内容は、次のとおりとする。 

  (1) 非行少年等（少年警察活動規則（平成14年国家公安委員会規則第20号）

第２条第６号から第10号までに定めるものをいう。）の発見・補導 



  (2) 少年をめぐる有害環境の浄化に資する活動 

  (3) 非行集団の解体補導活動 

  (4) 少年の規範意識の向上等に資する活動 

   (5) その他警察が行う少年の健全育成に資する活動に係る協力 

第７ 解嘱 

 １ 本部長は、長期の療養を要する疾病等により任務の遂行が困難と認めら

れる場合又は刑罰法令に触れる行為や反道徳的な行為があったときなど少

年補導員としてその任務を遂行するにふさわしくない事由があると認める

場合は、その委嘱期間にかかわらず解嘱することができるものとする。 

  ２ 署長は、少年補導員としてその任務の遂行が困難又は任務を遂行するに

ふさわしくない事由があると認めるときは、本部長に対し、解嘱上申書（別

記様式第４号）により、当該少年補導員の解嘱を上申するものとする。た

だし、少年補導員が任期中に死亡した場合又は本人より辞任の申出を受理

した場合は、速やかに生活安全部少年課に報告すること。 

 ３ 署長は、少年補導員が任期中に死亡した場合を除き、その任期内におい

て解嘱した場合には、解嘱通知書（別記様式第５号）を本人に交付するも

のとする。 

 ４ 少年補導員を解嘱した場合は、少年補導員の証、少年補導員手帳、少年

補導員腕章等を速やかに返納させるものとする。 

第８ 少年指導委員の兼務 

  少年補導員のうち適任と認められる者については、風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第 38 条第１項に規

定する少年指導委員を兼務できるものとする。 

第９ 重点地区活動 

  署長は、管内の少年非行の発生状況や少年を取り巻く環境の変化等から必

要がある場合には、地区を定め、地域住民と一体となった重点的な少年非行

防止又は環境浄化活動を推進するものとする。 

第10 少年補導員の教養   

  署長は、少年補導員の知識・技能の向上のため、次の事項について教養を

実施すること。 

(1)  少年補導員の任務と基本的な心構え 

(2)  少年関係法令の基本的知識 

(3)  少年の特性 

(4)  街頭補導と面接その他少年処遇の技術 

(5)  少年非行の特徴的傾向 

(6)  有害環境の現状と問題点 

(7)  警察の非行防止対策と連携方法 

第11 運用上の留意事項 



  署長は、少年補導員の運用に当たり、次に掲げる事項に留意しなければな

らない。 

  (1) 少年補導員に対して、活動を通じて知り得た秘密を厳守させること。 

    なお、社会奉仕体験活動等を協働して実施するに当たっては、少年及

び保護者に係る個人情報について、保護者の同意を得てから少年補導員

に伝えること。 

    ただし、個人情報が特定少年（少年警察活動規則（平成 14年国家公安

委員会規則第 20号）第２条第２号に規定する特定少年をいう。）に係る

ものの場合は、本人の同意を得てから伝えるものとする。また、伝える

情報も支援に必要な範囲にとどめるなど、その取扱いには慎重を期すこ

と。 

  (2) 街頭補導活動を行うに当たっては、原則として警察官と同行して行わ

せるなど、活動中に危害を受けることがないよう適切な措置を講ずるこ

と。 

  (3) 交番及び駐在所勤務員との連携に配意させること。 

   (4) 少年補導員として活動した際は、少年補導員従事記録（別記様式第６

号）に活動内容を記載すること。 

第12 報償 

 １ 署長は、少年補導員に対して、予算の範囲内で報償金を支給できるもの

とする。 

 ２ 署長は、報償金の支給に当たっては、次に掲げる事項により行うものと

する。 

 (1) 少年補導員報償金支給対象者名簿（別記様式第７号）を整備すること。 

 (2) 少年補導員の活動実態は、少年補導員従事記録により確認すること。 

 (3) 報償金の支給方法は、口座振替によるものとし、支出の際、支出金調 

書に少年補導員報償金支出内訳書（別記様式第８号）を添付すること。 

   

 

【別表、別記様式省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


